
  

 

 2020 年 1 月 1 日に発効した日米貿易協定により、米国産輸入品の関税が引き下げられました。ここでは果実調製品につい

て、米国が対日輸出実績のある主な品目の関税について説明しております。詳細およびその他の品目についてはこちら 

http://www.usdajapan.org/ja/usjta/をご参照ください。  
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(年度) 

2025 年 

米国からの 

輸入額(千円) 

「その他」の果実（無加糖、パルプ状/パルプ状以外）

200899227/200899259  

21.3%/ 

12.0%  
無税 無税 (2023) 2,189,487  

クランベリー（加糖、パルプ状以外）200893120  11.0%  無税 無税 (2019) 1,266,887  

プルーン（無加糖、パルプ状以外） 200899223  7.7%  無税 無税 (2019) 946,082  

ベリーおよびプルーン（加糖、パルプ状以外）  

200899212  
11.0%  無税 無税 (2019) 830,319  

果実を混合したもの（加糖、パルプ状以外）  

200897219  
23.8%  無税 無税 (2023) 250,522  

さくらんぼ（加糖/無加糖、パルプ状以外）  

200860110, 200860190/200860290  

15.0%/ 

12.0%  
無税 無税 (2023) 229,236  

ストロベリー（加糖、パルプ状/その他のもの/無 

糖） 200880110/200880190/200880290  

21.0%/ 

11.0%/ 

12.0%  
無税 無税 (2023) 150,879  

果実を混合したもの（無加糖、パルプ状）200897221  21.3%  無税 無税 (2023) 114,921  

「その他」の果実（加糖、パルプ状以外）  

200899219  
16.8%  無税 無税 (2019) 78,557  

クランベリー（無加糖、パルプ状以外）200893220  12.0%  無税 無税 (2023) 7,127  

パイナップル（加糖） 200820199  46.8%  8.5% 4.2% 0% 無税 (2028) 7,093  

果実を混合したもの（無加糖、パルプ状以外）  

200897229  
17.0%  無税 無税 (2019) 6,161  

かんきつ類の果実（無加糖、パルプ状/その他のもの）

200830210/200830290  

21.3%/ 

17.0%  
無税 無税 (2023) 2,083  

ミックスフルーツ、フルーツサラダおよびフルーツカクテル 

200897110, 200897120  
6.0%  無税 無税 (2019) 1,272  
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バナナ、アボカド、マンゴー、グアバ、マンゴスチン（加糖/無

加糖、パルプ状以外）  

200899213, 200899214/200899225  

11.0%  無税 無税 (2019) 670  

桃（無加糖、パルプ状以外）200870299  9.6%  無税 無税 (2023) 606  

「その他」の果実（加糖、パルプ状）200899215  29.8%  5.4% 2.7% 0% 無税 (2028) 0 

梨（加糖、パルプ状以外、気密容器入り/その他のもの）

200840191/200840199  

10.8%/ 

15.0%  
無税 無税 (2023) 0  

桃（加糖、パルプ状以外、気密容器入り/その他のもの）

200870192/200870199  

8.0%/  

13.4%  
無税 無税 (2023) 0  

お問い合わせは、アメリカ大使館 農産物貿易事務所（atotokyo@usda.gov、電話：03-3224-5115）まで。  

最終更新日：2026 年 3 月 31 日  


